
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入（売上高）が減少している中小企業者・

小規模事業者に対し、令和３年度分の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画

税を事業収入の減少割合に応じて２分の１またはゼロとします。 ※土地分は対象外

■減免される税額

令和２年２月から１０月までの任意の連続する３カ月間の事業収入※が、前年の同期間に

比べて３０％以上減少している場合

事業収入の減少割合 軽減率

３０％以上５０％未満減少している場合 １／２に減額

５０％以上減少している場合 全額減額

※売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益など。

給付金や補助金収入、事業外収益は含まない

■対象となる中小企業者・小規模事業者

・資本金（又は出資金）が１億円以下の法人

・資本金（又は出資金）を有しない法人の場合は常時使用する従業員が１，０００人以下

の法人

（租税特別措置法施行令第 27条の 4項第 12項に規定する中小事業者に該当する法人）

・個人の場合は常時使用する従業員が１，０００人以下の個人

（租税特別措置法施行令第 5 条の 3項第 9 項に規定する中小事業者に該当する個人）

・大企業の子会社は対象外

・同一の大規模法人（資本金又は出資金が１億円超の法人、資本金（又は出資金）を有し

ない法人の場合は常時使用する従業員が１，０００人超の法人又は大法人（資本金又は

出資金が５億円以上の法人））から２分の１以上の出資を受ける法人は対象外

・２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける法人は対象外

■申請受付期間 令和３年１月５日 ～ ２月１日 ※期限厳守（当日消印有効）

■申請の流れ

①石狩市ＨＰから「中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都

市計画税の課税の特例措置に関する申告書」をダウンロードまたは１５番窓口で受領

②事業者は認定経営革新等支援機関等※で申告書の【認定経営革新等支援機関等確認欄】

に記入および捺印をもらう

※認定経営革新等支援機関等は中小企業庁のＨＰ「経営革新等支援機関認定一覧について」

（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm）

または金融庁のＨＰ「認定経営革新等支援機関一覧」

（http://www.fsa.go.jp/status/nintei/）

をご覧ください。

認定経営革新等支援機関「等」には、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林

組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会などが含まれます。また、認定経営革新等

新型コロナウイルス感染症の影響に係る中小事業者等
（個人事業主を含む）の固定資産税・都市計画税の軽減措置について



支援機関となっていない税理士や公認会計士、青色申告会などが含まれます。詳しくは

（https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/201130zeisei_ichiran.pdf）をご

覧ください。

③以下のいずれかにより資料を提出

・石狩市役所１階１５番窓口に持参

・石狩市税務課資産税担当宛に郵送で提出

・電子申告（eL-TAX）の添付ファイルで送信

■提出資料

１．申告書（「確認書」を含む）

２．認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式の写し（会計帳簿や青色申告決算書

の写し等の収入減少を証する書類等一式）

３．収入減に不動産賃料の｢猶予｣が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認で

きる書類（写し可）

４．特例対象となる家屋の事業用割合がわかる書類の写し（青色申告決算書や白色

申告決議書、収支内訳書等の写し）

５．償却資産がある場合は、償却資産申告書及び明細書

※申告書（償却資産申告書含む）の写しが必要な場合は切手を貼った返信用封筒を同封してく

ださい。受付印を押印のうえ、返送します

■その他

・医療法人、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、宗教法人、フリ

ーランスを含む個人事業主も対象（個人の所有する居住用家屋や土地に課せられる固定資

産税・都市計画税は対象外）

・風俗営業法第２条第５項に定める性風俗関連特殊営業は対象外

・開業から間もなく、前年と比較できない場合は対象外

・個人が会社に家屋を貸している場合は対象外。ただし、個人が個人事業主として事業用家屋

を貸し付けている場合は対象

・事業用家屋とは、非居住用家屋であって一般的に工場などの事業用建屋等を想定しています

・居住用家屋と一体となっている事務所は事業用割合に応じた部分が対象

・棚卸資産（一時的に保有している売却用の家屋等）として所有している家屋は対象外

・事業収入が減少している事業者と、使用している固定資産の所有者の名義が異なる場合は対

象外

♢♦ 申告方法など、詳しくはお問い合わせください♢♦

石狩市役所 税務課資産税担当 TEL：0133-72-6120（直通）



市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、償却資産のうち機械及び装

置、工具器具及び備品、建物附属設備を対象として、固定資産税がゼロに軽減されます。

また令和３年度分から、償却資産のうち構築物及び事業用家屋が対象に追加されました。

事業用家屋は取得価格の合計額が 300 万円以上となる他の先端設備と一体となって導入

されるものに限ることとし、事業用家屋の取得価額が 120 万円以上の場合となります。

詳しくは石狩市 HP「生産性向上特別措置法に基づく先端設備等の導入について」（商工

労働観光課）をご覧ください。

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充について

♢♦ 申請方法など、詳しくはお問い合わせください♢♦

石狩市役所 商工労働観光課商工労政担当 TEL：0133-72-3166（直通）


